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主 張

監査委貝制産⑦改善⑦た助に

代表幹事 篠原 義仁

ロコ 地方行政 の公正・民主的な 運営 は、 第
一に地方自 治体の手によって、 第 二に市議会

の監視 によって、 第三に監査委員制度の 健全

な機能 の発 揮によって維持される必要が ある。

地方自治 法１９５条は、 政令指 定都 市の 監査

委員は４名 と定め、 市長が議会の同 意を得て

崎 識者」 から任命 し、 そ の４名 のう ち２名

又 は１名 は議員 から充てることと してい る。

これを 具体的に川 崎に照らしていうと、 議員

が２名 （慣例で議会 の第１党、 第２党 から議

長、 副議長 を選出、 第３ 党、 第４党 から監査

委員を選出。 現 在は公明党、 共産党 から監査

委員を選出） で、 弁護 士出身が１名、 市職員

経験者が１名と なっ ていて （任期４年。 議員

以 外の 「有識 者」 委 員 は高 額な 給与 支給）、

いわゆる 「天 下り」 職員の指定席と して監査

委員 枠が あり、 地自 法１９９ 条の３ をうけて、

その 「天下り」 職員が代表 監査委 員に就任し

て い る
。

［……］ 地 自法１９９条１１号 は、 監査 は 「監査

委員 の合議」 によると規定 しているが、 川 崎

市の場合 は、 全 国的に みても 異例な 「慣習」

を作り、 「監査委 員間 で意見 が一致 せず決 定

が できな い」 と して、
「監査 結果」 を出さず

に実質的に棄却 の言い渡 しを行っている。 マ

ス コミ の調 査によると 「合議 不一 致」 による

実質棄却は、 かわさき市 民オンブズマンの申

立て した監査諾求に 限る ということで、 その

異常な対応振りが顕著となっている。

ところで、 監査結果の通知 には、 川 崎の場

合、 監査委員の賛否 両論の意見が付されるこ

とになって いるが、 監査請求に係る意見陳述

の場での監査委員との やりとりから して、 だ

れが どの意見の持 ち主かは概ね推定できる。

共産党選出の監査委員が税金のムダ遣いの追

及 に は 厳 し く、 他 方、
ｒ天 下 り」 委 員 は

、
川

崎市 「答弁」 に添って 意見を述べ、 全て 監査

請求棄部でその 「ス ジ」 を貫いている。 従っ

て、 市の意のままとなる 「天下り」 職員の配

置を行えば、 監査委員制 度は法の趣旨を逸脱

し て 「機 能 ま ひ」 に 陥 る
。

回 しか し、 監査請求の結論 が正当であれ

ば い い が、 実 態 は ど う で あ ろ う か
。

か わ さ き

市民オンブズマ ンが監査請 求を行っ た、 下水

道談合、 水道メーター談合、 川 崎縦貫道汚職、

南伊豆保養所用地買受 け差止、 ＫＣＴ会杜整

理請求は、 いずれも ｒ意見不一 致」 （従つて、

オンブズマ ン見解を支持した監査委員もいる）

で実質上棄却となったが、 そ れを経由 しての

住民訴訟で は、
’オンブズマン側が勝利判 決を

えたり、 勝利の和解 をかちとったり して 事件

は解決するに至っ ている。 すなわち、 オンブ

ズマン主張が正当 で、 監査委員制度の機能 が

ま ひ し て い る こ と が 明 ら か に な っ て い る。

通常なら、 これ ら裁判 の結果を受けて 監査

委員自らが、 監査 の仕 方、 証拠収集方法、 分

析検討能力につき 何らかの反省があるべき だ

が、 全く その反省はない。

も はや、 監査委員制 度を抜本的 に改善する

し か な い。

回 私たちは、 従 前から、
「天下り」 間題の

解決 （天 下り 禁止） とともに、 自省能力、 自

浄能力 を欠 いた監査委員 （全員 ではなく、 判

断を誤っ た委員） につき、 その 取り替えを ど
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う図っ てゆく のか を緊 急の課題と して 提起 し

て い る。

弁護 士出身であって も、 監査委員制度 や地

方財政 の分析に詳 しい委員 を選任 したり、 市

会議員 も２名 でなく １名 に し、 残りの１名 を

外部監査委員制度がそれなりに機能している

経験に学ぴ、 地方財政に精通 している会計士・

税 理士からの選任 を図 ることが工夫さ れてよ

い
。

ま た、 法が規定する 「意見陳述」 の 手続も、

裁判 形式の対審構造 にして、 請求者 （オンブ

ズマン） と回答者 （川崎市） との直接のやり

とり、 間答をも保 証する仕組みを構築 しても

よい。 意見陳述後、 監査委員が独白 に入手 し

た資料、 も しく は合 議の進行上提起さ れた論一

点につき、 補 充的 に請 求人 から意 見を聞き、

補充立証させること も追求されてよ い。 補充

意見の 聴取 は、
「実質、 監査請 求棄 却、 しか

し、 住民訴訟で オンブズマン勝訴」 の パタ ー

ンを確実に減少 させ、 監査委員制度の機 能向

上に役立つ。

さらに、 監査委員 を支える事務局体制 の抜

本的 な改善 が要求 され る。 現 在の 事務局 は、

川 崎 市職員が 監査 委員 会に配 置、 派遺さ れ、
一定期間を経て再び川崎市職員に戻るシステ

ムとなっている。 市 職員 の 「天下り」 委員の

配置と市職員の 「腰掛け人事」 による 事務局

配置が重なり、 川崎 市 「答弁」 に 迎合 した体

制が確立 している。

従って、 事務局 の自主性、 自立性 を確保 し、

監査委員制度が法の趣旨に則って進行するよ

う、 その人事も独自 的な判断のもとに 改善さ

れる必要がある。

そ の 際、 監 査 委 員 の 常 勤 は １ 人 で あ り

（「天 下り」 の禁止 は前述 した とおり）、 非 常

勤の監査委員を補佐 し、 組織体と して の調 査

能力と分析能力 を高 めるために、 その 人事の

拡充が求め られて いる。 同時に予算措 置をと

り、 法１９９条の趣 旨を貫徹させるた めに事務

的職員だ けでなく、 地方財政の財務、 運営 に

係る 専門的 知識を有する 強力 なスタ ッフ を監

査委員会 の下に、 自主性、 中立性をもた せて

配置する必要が ある。

團 私たち手作りオ ンブズマ ンの外 に、 官

制 オン ブズマ ンが存 在 し、 「税 金の 支出」 の

割に は機 能 していない 実態が市民 レベ ルに知

られて いないのと同様 に、 監査委員制度 の実

態も市民 には余り知 られていない。

行 政自 身と して広報 を徹底 し、 ま た、 私た

ち の宣伝 活動の な かで、 現 実に ｒ機 能ま ひ」

して いる実態が、 国民 的規模で理解 される必

要が ある。 もっともっ と市民と して 監査委員

とそ の制 度に目を向 け、 委員の選任 でも、 経

歴等の資料を公開させ、 公聴会要求を したり、

任期の中間時での実績説明会を求めたり して、

注視の目 をそそ ぐことが求められている。

市長任 せの選任でなく、 監視こそ改 善の出

発点 である。 常勤の監査 委員、 弁護士 枠の監

査委員には高額の収入が保証をされているの

であり、 これが機能 して いなけれ ば、 これも

「税 金の ムダ遺 い」 と して 鋭い 批判 を展開 し

てゆく必要がある。

で 柱 だ 円 額 た 決 生 ケ、三ρ

婆需是 鵠 二 烈 ５０４○ 税 ・ ５ 年 般 見 市 億 年

露笑岩層 琵壽珍墨。 ６６００度

銚１隙５蝸警
初 連 入 万 ０ 収 表 年 市 に は
め 続 の 円 万 支 し 度

少 比 ５ め ３ 市 １２ ５ 続 依 て。 べ ４ ｏ 億 債 ％ １ 一 い 然 ９
法 ３ ８ ま 円 に 減 ３ 般 て 、 Ｏ
人 億 億 た 、 よ 。 ４ 会 い 厳 ０
市 ６ 円 、 少 る 大 億 計 る し ０
民 ７ で 市 な 歳 幅 円 の ｏ い 億
税 Ｏ ’ 税 く 入 な で 歳 財 円
が ０ ０３ 収 な が 減 ０３ 入 政 を
碧 万 年 入 つ 約 少 年 総 状 突
え 円 度 は た ５ 額 度 額 況 破
た 減 に ２ た ５ は 比 は が 。

上 一 ８ 少 と ｌ １ 約 ９ 定 も
る 人 ５ し な ル ザ ７ １ 一 資 の。 当 億 た ど の 川 Ｏ 億 方 産 の

た 円 。 に 建 崎 ７ 円 、 税 、
り に 市 よ 誤 シ 億 で 歳 が 個
約 達 債 り が ン 円 、 出 減 人

【 ６９ し 残 、 終 フ の ０３ 総 少 市

雛 籔羊警絆辱も 民 Ｏ 減 し ホ ユ で Ｏ 固

３
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川崎市の天下り職員
調査報告

望月 文雄

昨秋、 大 阪市で公務員への不 正支給が明る

みに出されて から半年。 私た ちは川 崎市の第

三セクター であっ たかわさき 港コンテナター

ミナル株式会杜の事後処理における川崎市の

対応に 間題 を感 じ、 対処する 中で、 川 崎市の

第三セクター である、 出資法人 へ市職員天 下

り状況 を調 べる必要があるの ではという間題

意識が生 じた。

そこ で、 川 崎市が出版 した 「川 崎市出資法

人の現況」 （平成 １５・１６年度版） で調査する

ことに した。 川 崎市の第三セクター で市の資

金出損 が２５％以 上の もの平成 １５ 年度３７法

人、 平成１６ 年度３６法人 で、 法葎 に基づく と

明記 されて いる もの は、 民法 ３４ 条によ るも

のが ２２ 法人。 公有 地拡大促 進法 による もの

が 土地開発公 杜（昭和４８ 年２月 １ 目設 立）の

１ 法人。 信用 保証協会 法によ るものが、 信用

保証協会（昭和２９ 年８月 ３１目設 立）１ 法人。

杜会福 祉法（法律第 ４５ 条）による ものが、 杜

会福 祉事 業団（昭 和６１ 年２月 １胃設 立）１ 法

人。 地 方住宅供 給公杜法（昭 和４０年 法律第１

２４号）によるものが、 神奈川 県住 宅供給 公杜

（昭和４１年６月 ３０日設立）と、 川崎 市住宅供

給公杜（昭和４４年 ５月 １ 日設 立）の２ 法 人で、

残りの８法人 は根 拠とする法律 は無 い。 この

８ 法人に間題 の法人が列 挙されている。

１、 川 崎地 下街㈱（昭和 ３３年４月 １８目設

立）。 この会 杜は無 報酬 役員 への接待 が間 題

視されて久しい。

２、 川 崎冷 蔵㈱（昭和５６ 年２月 １ 目設 立）。

この会杜の経営が 間題 視され、 市の対処 が注

目 さ れ て い る。

３、 川 崎球場（昭和２６ 年４月 ２４ 目設立）。

プロ野球の球場と しては狭いの でホ ームラ ン

製造球場の異名 を貰い、 プロ球団 から見放さ

れて久 しく、 市も運営に苦慮 していることは、

市民も承知。

４、 リサイ クル環 境公杜（平成２ 年３月 ２３

目設 立）。 こ の公 杜の実用 性 は どの よ うに発

揮されているの か。 市民の日常廃 棄物 への課

金が云々される 現今 での、 この公 杜の実用性

に疑間符が付されて良いのではな かろう か。

５、 かわさき市 民放送㈱（平成８ 年３月 １６

日 設 立）。 ＦＭ７９．１㎜ ｚ と い う 電 波 で 放 送 す る

この ラジ オ局 にスイ ッ チを合 わせ た市 民は、

はた して幾人いるの だろうか、 最近、 初めて

ＦＭ の この周 波 数に合 わせ た ら午後 １ 時 半 ご

ろ、 宗教談義が放送 されていた。 視聴 率を真

面目に調査す る必要があるのではないか。

６、 み ぞのく ち新都 市㈱（平成７年８月 ２９

目設立）。 新 開発の 要求 がほ ぽ終わ りを告 げ

る 頃に、 設立された会 杜だが、 新 しく 溝口駅

周辺の 再々開発 をする のだろうか。

７、 川 崎臨港倉 庫㈱（昭和 ３５ 年８月 １６ 目

設 立）。 東 扇島 地 区を 含 ん だ巨 大な 倉 庫 で、

設立は東扇島地域の埋め立て計画中だ。 東扇

島の 市営埠頭の設立と あいまっ て、 膨大 な市

税投入、 破 産に至った ｒかわさき港コ ンテ ナ

タ ーミナ ル株式会 杜、 （ＫＣＴ）」 を創 立させ る

元凶と も思える倉 庫だ。

８、 かわさき ファズ㈱（平成７年 ３月 ２９ 同

設 立）。 この会杜 はＫＣＴとセ ツ トで川 崎市 が

ハ ブ港を目的に 設立 した もので、 ＫＣＴ 破局後

は、 輸入品 は１割を切る 状態 で国内の流通品

の集荷 場と して、 存命の窮 地にたっている会

杜。 市長・公務員の侍 商法の遣物。

第三セクタ ーの法人と しての 解明 はこれ ぐ

らいに して、 公務 員の天 下り先 として維持さ

れていると 思わざるを得ない第 三セク ターの

役員の状況を集計 してみた。

役員職総数 は４９６職務で、 川 崎市の現業職

４
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員 が１ 人で最 高１２ 職務 を分担 して いるこ と

が判っ た。 職務分担 の上位から書き上 げよう。

年度』 で調査）。 常勤役職者を設置していな

い法人 は４ 法人である。

１、 中囲弘義蚊入役 室長・ かわ さき 市民活

動セ ンター監事・川 崎地下街監査役・ 公園緑

地臨会 監事・リサイク ル環境公杜 監事 ・杜会

福 祉事業団監事・建設 技術セ ンター 監事・下

水道公杜監事・ かわさきファ ズ監 事・ 消防防

災指導公杜監事・ 博物館振興財団 監事 ・生涯

学習振興事業団監事の１２役職 だ。

．２、 砂岡慎治 総務 局長・国 際交流協会副会

長・ かわさき 市民放送理事・ 公園 緑地協会監

事・リサイク ル環境 公杜監事・ま ちづく り公

杜理事・川 崎市住宅供給公 社理 事・下水道公

杜理事・生涯学習振興事業団理事・博物館振

興財団理 事・川 崎球場 監事・ 土地開発公杜監

事の１１役職 だ。

以下は役職数と担当職員名 を書き 出す。

９ 役職・ 棚澤孝 夫財務 局長。 ７ 役職・ 高坂

三男 市民局長。 ６ 役職・ 井野久明健 康福祉局

長、 寺尾嘉剛（市役職不明）。 ５役職・ 東山芳

孝副 市長、 鈴木真生副 市長、 河野和子 教育長、

石 野厚収 入役 室、 和 岡義盛（市役 職不 明）。 ４

役職・ 石井二郎環境局長、 脇領成明建設 局長、

植 松了経済局長、 宮川 正久（市役職不明ジ
、 間

嶋快子（市 役職 不明）。 １２ 役職 担当 か ら４ 役

職担当までの１６ 人で９６ 役職を分担 して おり、

彼らの殆 どが川崎 市で現業の局長・副市長 た

ち な の だ
。 そ の 他 に ３ 役 職 者 ・８ 名。 ２ 役 職

者 ・２ 名
。

単 数 役 職 者 ３３０ 名 が あ る。

※佐々木幹事の調査では平成１３年度収入

役の小川 澄 夫が２５ の役 職で、 後任 の柏木 靖

男は２１の役職を持っていた。

次に天下りの実態を示す常勤役職者につい

て調 べてみ た。 役 職総数 ６４ で前職 が川 崎市

の公 務員 である者 が４６名 で総数 に対す る割

合 は ７１．１９ ％ に 及 ん で い た
。

以 下 に そ の リ ス

トを書き出 す。 （川 崎 市出資 法人の 現況 に記

載の無い前歴は職員録 『平成６年度乃至１６

副 市長以 下次長・ 局付き 理事まで

１、 西澤秀 夫 平成１１ 年度 人事 委員会 事

務局長。 川 崎市 土地開発 公杜・専務理事。

２、 本橋 修 平成１３ 年 度総務 局理 事兼

次長。 川 崎市指定都 市記念 事業公杜・ 常務理

事。

３、 中村英彦 平成１２ 年 度宮前 区長。 川

崎市文化財団・常務理事。

４、 関 正 平 成１４ 年度 宮前 区長。 か わ

さき 市民放送㈱ ・代表取締役。

５、 高山 克彦 平成１３年 度環 境局長。 川

崎市信用 保証協会・専務理事。

６、 鍵和 固康夫 平成 １１ 年度 経済局 長。

川 崎地下街㈱・常務取締役。

７、 本宮富賢 平成 ９年度麻 生区長。 川 崎

冷蔵㈱・代表取締役。

８、 井上裕 幸 平成 １３ 年度総 務局 理事。

川 崎市産業振興財団・理事長。

９、 伊藤久夫 平成１５年度 経済局理事（派

遺）。 川 崎市産業振興協会・ 専務 理事。

１ ０、 田 村 現 平成 １２ 年度 中原 区長。

川 崎市公園緑地協会・ 専務理 事。

１ １、 飯 田嘉 雄 平成１１ 年度川 崎 区長。

川崎市公園緑地協会・ 専務 理事。

１２、 根本 茂樹 平成９年度 健康福祉局 理

事。 川崎市在宅福祉公 杜・ 専務理事。

１３、 鳥 海勝男 平成１２ 年 度建設 局理 事

兼次長。 川崎市ま ちづくり公 杜・ 理事長。

１４、 黒岩清 忠 平成１２年 度ま ちづく り

局長。 川崎市住宅 供給公杜・理事長。

１５、 松下 博 平成 １１年 度高 津区長。

川崎市住宅供給公 杜・ 常務理事。

１６、 白井 淳 平成９ 年度まちづく り局

理 事。 み ぞのく ち新都 市㈱・代表敢締役。

１７、 引 野 憲治 平成１２年 度建 設局長。

み ぞのくち新都市 ㈱・常務取締役。

１８、 瀧澤敏 雄 平成 １３年 度環 境局理 事

５
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兼次長。 川 崎市建設 技術セ ンター・ 専務 理事。

１ ９
、 木 口 榮 平 成 １３ 年 度 副 市 長。 川

崎臨港倉庫㈱・代表取締役杜長。

２０、 青木 茂夫 平成 １２年 度総 務局長。

かわさき ファズ㈱・代表取締役杜長。

２１、 渡辺 博 平成 １３ 年度水道 局局 長。

川 崎市水道サー ビス公杜・理事長。

２２、 中尾鉄雄 平成９年度消 防局長。 川

崎市消防防災指導公杜・専務理事。

２ ３、 松 下充孝 平成 １３ 年度 教育長。 川

崎市博物館 振興財団・副理事長。

部長 ・所長級

１、 中村 博圏 平成 １３年 度総務 局秘 書部

長。 川 崎市国際交流協会・常務理事。

２、 大屋 俊文 平成 １２年 度市 民局市 民生

活部長。 かわさき 市民活動セ ンター・ 常務理

事
。

３、 鹿川 隆 平成 １０年 度教 育委員会 事

務局総務部長。 川 崎市信用保証協会・会長。

４、 桜井久 之 平成 １２年 度経済 局公営 事

業部長。 かわさき地下街㈱・監査役。

５、 新 井基之 平成 １０年 度環境 局宮 前生

活環 境事業所長。 川崎球場・専務取締役。

６、 峰岸 是雄 平成 １０ 年度総合 企酋局 企

画部 瓦 川崎市リ†イクル環境公杜・専務理

事
。

７、 森 田菱正 平成 １１ 年度環境 局中原 生

活環境事業所長。 川崎市リサイクル環境公杜・

常 務 理 事
。

．

８、 樋 口勝美 平成 １０年 度ま ちづくり 局

総務部長。 川 崎市シルバー人材セ ンタ ー・常

務 理事。

９、 松本 紘 平成 １２ 年度健康 福祉局 長

寿杜会部長。 川 崎市杜会福祉事業団・ 常務理

事
。

１０、 助川 満 平成１０ 年度 教育委員 会

事務局建 設部長。 川 崎市保 健衛生 事業団・専

務理事。

１１、 水上 勲 平成１０ 年度 総務局 総務

部長。 川崎市まちづくり公杜。 専務理 事。

１２、 伏 見善 光 平成１１年度建 設 局土木

管理部長。 川 崎市まちづくり公杜・常務理事。

１３、 須山幸 一 平成１２ 年度ま ち づく り

局施設整備部 免 川崎市住宅供給公杜・理事。

１４、 中村俊 介 平成１３年 度環境 局衛星

環境部長。 川崎市 下水道公 杜・ 専務理事。

１ ５、 遠 山憲千 平成９ 年度幸区役所 区民

生活部長。 かわさき港コンテナターミナル㈱・

取締役。

１６、 堀 内隆雄 平成９年度 水道局第２ 配

水 工事事務所 長。 川 崎市水道サ ー ビス公 杜・

常務理事。

１７、 木村雄 二 平成１３年 度教育 委員会

事務局学校教育部長。 川崎市生涯学習振興事

業 団 ・ 副 理 事 長。

課長以下

１、 永 井隆一 平成９年 度高津区役所保護

課長。 川崎市身体障害者 協会・ 常務 理事。

２、 原 道夫 平成 １１ 年度高 津区 役所健

康課 主幹。 川 崎市看護師養成 確保 事業団・ 常

務理事。

３、 松島昭一 平成９年度水道局職員課長。

川崎 市水道サー ビス公杜・ 専務理事。

４、 田 澤邦夫 平成 １０ 年度 教育委 員会 事

務局学校教育部長。 川崎市生涯学習振興事業

団 ・ 副 理 事 長。

５、 小 菅 正 義 平 成 ８ 年 度 こ 文 ・ 上 作 延。

川崎冷蔵㈱・ 取締役。

６、 酒井 昭 平成８年度経済局農政係長。

川崎・横 浜公害保健セ ンタ ー常務理事。

副市長 以下理 事に 区分 した人数 は２３名 で

全 体 と の 比 率 は ３５．９４ ％、 部 長 ・ 所 長 扱 い は

１７ 名 で、
全 体 と の 比 率 は ２６．５６ ％、 課 長 以

下 は ６ 名 で、
全 体 と の 比 率 は ９．３８ ％

。 天 下

り と確 認した 人数の 総計 は４６名 で全 体と の

比 率 ｈ さ ７１．１９ ％ に な る。

２００２年（平成 １４年）３月、 市長就任 翌年 に

６
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市の 第三セクタ ー 「川 崎住宅」 が元市 幹部４

名 の違 法報 酬を提供 して いた 事件で、 阿部市

長 は 「服 務規 程を見 直 し、 完全 民営化 する」

考 えを表 明 した（２００２ 年３月 ２０ 目朝目 新聞

記事）が、 平成１６年度 ｒ川 崎市出資法人の現

況」 ではいぜんと して、 市の 出資金は引き上

げられ ておらず、 市の第 三セクタ ーのまま で

ある。 この状況から、 私 たちが調査する必要

の項目が示唆され ているように思える。

ま ず、 非常勤役員への 手当 て・報酬の有無、

常勤役員の報酬内容 は必然であろう。 補助金、

委 託料の使用内容の調査 も欠かせない。 ２００４

年３月、 間題発生 した 「川 崎住宅」 の補助金

は 平 成 １４ 年 度 ３ 億 ９６６９ 万 ５０００ 円 か ら
、

４４２

０ 万 円 に 激 減 し
、

委 託 料 も １５ 億 １２１６ 万 ４０００・

円か ら１３億５７８９ 万９０００円 に減少 は して い

るが、 この極端な減少 が何故なされたの か。

第三セクター個別 法人の財政の内情 を克明

に調査すべきで あろう。 完全民営化を口 にし

た市長が間題セクターを民営化せず残存させ

ている理由も追及すべきであろう。

ＫＣＴ訴訟準備書面

平成１７年 （行ウ） 第２８号

原 告 かわさき市民 オンブ ズマ ン

被 告 川崎市長

横浜地方裁判所

第１民事部合議係 御中

平成１７ 年７月 １５目

原告訴訟代理人

弁護士 大 川

同 高 橋

同 篠 原

同 渡 辺

隆 司

利 明

義 仁

登 代 美

原告は、 被告答弁 書中の、 本案 前の 抗弁に

つ き、 以 下 の と お り 反 諭 す る。

団 最高裁判例

被告のい う最高裁判 例 （平成 １４ 年７月 １６

目判決） は、 より長 めに引用する と以下のと

お り で あ る。

「公 金の支 出は、 具体 的 には、 支 出負 担行

為 （支出の原因となるべき契約その他の行為）

及び支出命令が されたうえで、 支 出 （狭義の

支出） がされる ことによって行 われるもの で

あ る （法 第 ２３２ 条 の ３
、

第 ２３２ 条 の ４ 第 １ 項）。

これらのうち支出負担行為及ぴ支出命令は当

該地方公共団 体の長の権限に属するのに対 し、

支出は出納長又は収入役の権限に属するので

あり、 そのいず れについてもこれ らの者 から

他の職員に委任 等により格別 に権 隈が委譲さ

れ る こ と が あ る。 ま た、 こ れ ら の 行 為 に 適 用

される実体上、 手続上の財務会計法規の内容

も 同 一 で な い。 こ の よ う に、 こ れ ら は、
公 金

を支出するた めに行われる一連 の行為で ある

が、 互いに独 立した財務会計 上の 行為という

べきもので ある。 そ して、 公金 の支出の違 法

又 は不当 を間題 とする 監査 請求 におい て は、

これ らの行為 のいずれ かを対象と するの かに

より、 監査すべき内容が異なるのである から、

これらの行為がそれぞれ監査請求の対象事項

と な る も の で あ る」。

す なわち、 判例は、 支出負担 行為と支払命

令及 ぴそ の支出 行為 につい ては、
「互 いに独

立した財務 会計行為」 と して 据え、 これ に関

わる 監査請求は、 その 監査請 求内容に対応 し

て 「これらの行為がそ れぞれ 監査請求の 対象

事項と なる」 と判示 して いる。

回 被告への反諭

こ れを本件監査請求 につ いていうと、 なる

ほ ど支出負 担行 為 は平成６ 年５月 で あるが、

支 出命 令及 ぴそ の支 出行 為 は、 平成１７ 年１

７
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月 にほ かな らない。

従って、 支出命令及びその 支出行為を基本

に していえ ば地方自治法２４２条２ 項本文所定

の監査請求期間ｉ年以内の要件は十二分に充

し て い る と こ ろ で あ る。

そもそも、 支出負 担行為に係る 本件協定書

（甲 ４
、

甲 ４９
、 甲 ５０） の 締 結 は、 そ の 締 結 自

体から被告 の支払義務が発牛する ことはない。

それは、 協 定書 第５条の規 定から して、 融資

金につき金融機関が 「損失額を被った場合」

は、 市がそ の 「損失を補償」 するもので、 具

体的 には、 ＫＣ Ｔが弁済期 限後３ヵ月 を経過

した時 点で、 債務を完済 しな いとき は、 市は

金融 機関 の請求 に対 し、
「遅 滞なく 損失 補償

金を交付する」 というもの である。

違法 な支 出負 担行為にもとづ いて市が損害

賠償請 求権 を取得するのは、 現実に損 害が発

生 した場合に限られ、 従って、 損害発生を待っ

てその原因 となった支出負担行為 を行ったも

のの責 任を追及することが、 当該行為 の目か

ら１年 を経過 した後になることに は 『正当な

理由』 がある。

本件に あって は、 平成１６ 年秋 に協 定書第

５条の適用 間題が発 生 し、 市は、 金融機 関か

らの請求 をうけて、 平成１６年１１月市議 会に

金融機関への損失補償金の支払金額を９億円

と定めて、 その支払承認を求めるところとなっ

た （甲７６。 詳細は請求原因第５項参照）。

すな わち、 市は、 請求原因第５ 項で引用 し

た内容 の金 融機 関と の和 解案 につき 平 成１６

年１２月 １５目に川崎市議会に承認 を求め、 川

崎 市 議 会 は、 同 月 １６ 目、 こ れ を 承 認 し た
。

こ れ を う け て、 市 は、 平 成 １６ 年 １２ 月 ２７

日、 金 融機 関との間で議会承認 をえた和解案

の内容 に従っ て、 その和解を成立 させ、 その

結果、 はじめて損失補償金の支払 につき、 具

体的、 確定的 にその義務を負うに至った。

次い で、 市は、 支払命令及びその支 払行為

と いう一連の 手続 を経て、 平成 １７年 １月 １４

目、 本件９ 億円の損失補償金の支 払を各金融

機関に履行 した （甲７７． ９億円に係 る各金融

機関への支払割合 は、 すでに述べたとおり で

あ る）
。

回 まとめ

本件監査請求は、 本件 支出負担行為 にもと

づく 損害 が現 実に発 生 した 本年１月 １４目 か

ら２ヵ月 に満た ない 「相当 な期間」 内に なさ

れたものであるか ら、 地方自 治法２４２条２ 項

但書の要件を充足 してい る。 要するに、 本件

監査請求 は、 支出命 令と の関係 にお いて は、

そ れが なされてか ら１年 以内に申立て られて

おり、 支出負担行為との 関係 において は、 正

当な理由にもとづく申立期 間経過後の申 立て

（当該行 為に もとづく 損害発 生後、 相 当な 期

間内 になされた申立 て） に該当する。

よっ て、 被告の本案前の抗 弁は失当とい う

ほ か な い。

市は何故金食い道路に
固執するのか

鈴木 久夫

高速川 崎縦貫 道は、 市内 を通 らなく ても、

建設費 が膨 れ上がり、 交通 量は最低でも どう

してもつくりた い道路のようで ある。
一度決定した公共事業も見直すとの触れ込

みの「時 のアセス」（作家の倉 本聡 民が命名 し

たと いわれ る）・事業再評 価が ３月 ２４ 目首都

高事業評価 検討委員会によって 行われた。 結

論 は、既 に決まっ てい たよう に「事 業継 続」で

あるが、 そ の検 討内容はデタラメ と しか言 え

な いお粗末 なも ので あること が、 国交省・首

都高・川崎市な ど当事者によって明 らかになっ

て い る。

縦 貫 道 ７．９㎞ は、 現 在 浮 島 ｒ 殿 町 ３．５ ㎞ が

開 通 し
、

殿 町 一 大 師 ジャンクション（羽 横 線）２，０ ㎞

８
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が 工 事 中、大 師 ジ ヤンクションー 富 士 見（１５ 号 線）２．

４㎞ は未着工０％の進 捗状 況である。

ところが、事業費 は都 市計画 時（１９９１年）２５

００ 億 円 →５６８４
．
億 円（２００５ 年） と ウ ナ ギ 上 り、

しかも殿町一 大師ジャンクションエ事中 で４４９０億

円 （７９ ％） が 支 出 済 み。
大 師 ジ ャンクションは モ グ

ラ エ事の段階で本 体は形も見えない、 大師一

富士見 ２．４ ㎞工事 Ｏ％ で残り １２００ 億円 足ら

ず しかありません。

予 測 交 通 量 は、Ｉ 期 区 間 １８０００ 台／日、
浮 島

一殿 町６０００ 台／日 です が、２００４ 年１０月 国 土

交通 省調 査 で もアク ア ライ ン １１２００ 台／目、

浮島１殿町２８００ 台／目と大外れ。

道 路建設の採算性の指標Ｂ／Ｃ費用対効 果は、

１．１（横 浜 環 状 南 腺 ２．２ 高 速 大 宮 線 ２．Ｏ 中 央 環・

状新 宿線２．３ とダ ントツに 低い）で採算 ギリ

ギリ と していま すが、事業 費の不 足、 交 通量

の減少 を正当に評価すれ ば１．Ｏを割り込むの

は当然です。

このまま では、 目本一高い道路 にク ルマは

ガラ ガラ、 目本一採算の悪 い道 路となるのは

誰の目 にも明 らかです。

高 速 川 崎 縦 貴 道 は、
大 師シ“ヤンクションで ス ト ッ

プ
、

大 師 ジ ャンクション以 西 は 中 止 す る こ と が
、

膨

大な赤 字のツケを次代に残さ ない唯二賢明な

道といえま す。

このＩ期計由の採算性を確保する対策とし

てい るの が、 １１期 計 画の早期 実現 である が、

皿期 計画は当初の新川 崎副都 心ルートの見込

み が 立たず、 ル ー ト・構 造すら 白紙の状 況 で

都 市計画手続き、 アセスメ ン ト、 工事期間 を

見れ ぱ２０ 年以 上も先の 机上 の計画 に過 ぎま

せ ん。

この状況に焦りを感 じた建 設推進関係者の

動ま が活発 になっ てき ていま す。

川 崎縦 貫道 建設 出資 金、４０９号 線改 築、 共

同 溝費用 で５４３億 円（２００５ 年ま で）を支 出 し

て いる川 崎阿部 市長 は、国 土交通省 に乗 り込

み、 縦貫道の早期実 現を迫るとともに川崎商

工会議所はＪ一崎 縦貫道と東京外郭環状道路

の…本化による早期 実現を国土交通省 に陳情

し てし、る
。

川崎 縦貫道は、 川 崎市民 の悲願 である市内

の核都心を結ぶ縦線道路（川崎市説明）として

建設促進を要望 したものです。 この 要望の中

心であった商 工会 議所が、道路 の目的、性格も

異なり、 川 崎市民に何の利 益もない通過道 路

となる川崎縦貫道路と東京外郭環状道路の一

本化へのお先棒 を担 いだことは、 川 崎縦貫道

が どんな道 路で も、つく り さすれ ばい いとの

土建利益、 談合体質 むき 出しそ のものです。

このように、 川 崎縦貫道路の建設目 的、 性

格 も 変 更 し
、

Ｉ．ｌＩ 期 あ わ せ て の 建 設 事 業 費
、

それと比例 して自動的に支出さ れる川 崎市出

資金や道路関連費用などの膨大な税金をデタ

ラメ なコス ト計算、 予測 交通量、 費用 対効果

によって、 垂れ流 しする責任追及が求 められ

て い ま す。

デタラメ、 ズサンな計 画によって支出さ せ

られている川崎市出資金などの事業費に対す

る川 崎市、 阿部市長の 責任を間う住 民監査 請

求 で
、

高 速 川 崎 縦 貫 道 を、 人 師 ジ ャンクションで ス

トッ プさせ る市民運動をさ らに広げて いきま

し よ う。

肇是島吉川 出 川φ

舶碧鞭霧撃斯
党 の 針 当 ３０ 会 当

鯉璽絨菱甘
観套雀喬言 芋 へ日

給 日 乗 と 員 土 は 議
し あ せ し に 日 病 市 員
て た ’ 給 ｒ も 院 労 の

い り さ 与 不 交 や 務 質
る １ ら 全 規 代 ご 課 間
０ ０ に 体 則 で み に に

支 Ｏ ’ の 勤 出 処 よ 答
給 Ｏ 勤 ３ 務 勤 理 る え
額 円 務 ％ 手 す 場 と た
は を 日 を 当 る な ’ 。

０４ 支 １ 上 」 職 ど 市

労 見 な 日 も に Ｏ 年
働 直 く 勤 あ ｒ Ｏ 度
組 し な 務 り 二 万 、

含 を つ が ’ 重 円 総
と 決 て 特 民 支 。 額
協 め い 殊 間 給 し で

【 議 た る な 企 Ｌ か 約

広 す 。 こ 勤 業 と し ４

瀬 る 今 と 務 で の ’ 億
登 。 後 か で も 批 手 ３
】 ’ ら は 土 判 当 Ｏ

９
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竹島は講のものか？

黒田 達郎

１、 ソウ ル で 「市 民オ ン ブ ズマ ン」

の 基調報 告。

３月 １０ 目、 ソ ウルで 韓国 の市 民団 体が集

ま っ て 「市 民 オ ン ブ ズ マ ン ・ ネ ッ ト ワ ー ク を

立 ち 上 げ る た め の ワ ー ク シ ョ プ」 が 開 か れ た
。

私は冒 頭で 「日本 の市 民オ ンブ ズマ ン活 動」

と題 して基調報告 をした。 韓国 でも目本 の例

に倣って全国的な 市民オンブ ズマ ンを立ち上

げ よ う と し て い る。

「全国市 民オ ンブ ズマ ン連 絡会議」 が海 外

で どう 思われて いるか目本では誰も 関心はな

いが、 世界 規模 で見ると市民による 行政監視

ネッ トワーク と して他に例の ない成 功例と認

識されている。

２、
「杜会 契約 書」 の調 印式 に参 机

そ の 前 目 に ソ ウ ル の Ｋｉｍｋｏｏ 博 物 館 で、
各

省 大 臣 ・ 政 党 党 首 ・ 産 業 界 ・ 国 民 団 体 （宗 教・

大学・ 市民団体な ど） の四 グノ ト プの トップ

４０ 名 が 集 ま っ て
、

ノ ム ヒ ョ ン 大 統 領 臨 席 の

元 で 「杜会契約書」 に調印 した。 杜会契約書

と い う の は 官 ・ 政 ・ 業 ・ 民 の 四 者 が こ の 国 を

汚職・ 腐敗のないクリー ンな国にすることを

誓 う誓約書である。 市 民オンブズマンの立ち

上げは、 この誓約書の中 に謳 われていた一項

目 だ っ た の で あ る
。

私 は Ｎ Ｐ Ｏ 法 人 トラ ン ス ペ ア レ ン シ ー ・ ジ ャ

パン （汚職・腐 敗防止 のための国際ＮＧＯ の

目本支部、 本部ベルリ ン） の代表と して招 か

れてその調印式 に立会 人の一人と して参加 し

た
。

３、 竹 島間題 で は韓国 は熱 かっ た。

その夜、 韓国外 国語大学の理事長 に招 待さ

れて 夕食 を供 に した。 当 時、 島根 県 議会 が

「竹 島の目条例」 を制定しよ うとの動きがあっ

たので、 話題はやがて 「竹島／独 島」 に及ん

だ
。

韓国側の出席者はいずれも日本の植民地時

代の歴史に 精通 しており、 独 島がいかに昔 か

ら韓 国の 領土 であり、 １９０５ 年 の目 本の 領 土

宣言が目本 帝国主義の圧カの元 でいかに理不

尽に行われたかに熱弁を振るっ た。

私は 島根 県出身であるが、 竹島間題の過 去

の経緯 はまっ たく 知らな かっ た。 本来な らば

目本国 民と して 「領有権 の正当性」 を主 張す

べき だった のかも知れな いが、 残念なが ら情

報量に圧倒的な差があった。

４、 目 本 ・韓 国双 方 に 「固有 の領 土」

の根 拠あり。

勉強不足を痛感 したこともあって、 帰国後、

少 し竹 島について調べて 見る と、 どの文献 を

見ても 竹島は目本固有の領 土であった。 しか

し、 私 が見たのは目本の資 料だけで韓国 で作

成さ れた資 料ではない。 そ こで、 さらにイ ン

タ ー ネ ッ ト で 詳 し く 調 べ る と
、

な る ほ ど
、 韓

国側 にもそれなりに固有 の領 土であると する

根 拠 が あ る
。

目本は竹島のほかにも北方四 島、 尖閣列島、

沖 の鳥 島な どの国境間題 を抱えているが、 韓

国は北朝鮮も含めて独 島間題だけで ある。 朝

鮮民族が独島を目本に譲渡することは未来永

劫 に あ り え な い
。

５、 そもそ も 島は誰 の もの か。

そもそも島の所有権 を主張できるの は、 そ

の島に昔から住ん でいる原住民 しかあり えな

い。 しか し、 先進諸 国は武カを背景 に早い者

勝ちで無人島に対して自国の所有権を主張し

て来た。 石原 慎太郎 東京都 知事 が５月 ２０ 目

に沖の鳥島に上 陸して 「これは島 だ。 日本の

１ ∩
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領土だ。 文句 あるか」 と叫んだの も、 世界に

冠たる自衛 隊の 戦力 の後ろ盾な しには出来な

かっただろう。 テ レ ビを見た目本国 民の大半

は沖 の島島は 「砦」 であって島ではないと思っ

た
。 し か し、 誰 も そ れ を 口 に 出 せ な い。

「非

国民」 との罵声 が一斉に浴びせ られる のは必

定だか らである。 領 土は どこの国 でもセ ンシ

ティ ヴな間題なのだ。

６、 領 土 拡大 だけが 国益 では ない。

誰も住めない無人島の価値は海洋権益のみ

で ある。 日 本人 は、 世 界中 に１０億 の 飢餓人

口が いる のに食 料品の ２割 を ゴミ 箱に 捨て、

世界の森林資源を非効率に使い捨てて環境破

壊 し て い る。 こ の 上 に、 な ぜ、 更 な る 瞬 時 の一

快楽を求めて恥も外聞もなく権益アサリをす

る の だ ろ う。

私達 は ｒ一坪でも領十を拡 大せ よ」 という

前 世紀ま での国益概念を払拭 でき ないでいる。

隣国と の友好を深めて人々の 交流 や商晶取引

の拡大 を図る方が、 もっと国益に 繋がるので

はな かろう か？

７、 竹 島間題 の解決 法は なに か。

理想 的には島を両国の共同所有 と して行き

来 を 自 由 に し
、

資 源 ・ 漁 業 を ジ ョ イ ン ト ・ ベ

ンチャー で折 半するこ とだ が、 多 分 「共有」

とすること自体に両国内 で大き な抵抗があろ

う。 次善は相互に自国の所 有権を主張 し合っ

たま ま、 つまり領 十間題 を棚 上げして海洋権

益を折半する策 である。

島根県の 「竹島の目条例」 制 定も愚策であ

るが、 韓国の大型巡視艇への ｒ独島」 命名 も

ま た愚策である。 相互の 国民感情 をやた らと

煽り 立てては抜け道の ない迷路に入り込む だ

け だ。

ｒ刺激 を しないよ うに所 有権間 題を棚 上 げ

する」 外務省の方針は、 民族 エゴイ ズムの高

揚 した 昨今 の国内 世諭 からは評判 が 悪いが、

こ こ は 「棚 上 げ」 し か な い だ ろ う。

靖国神杜とは

佐々木玲吉

今 年も ８月 １５目 がやっ てく る。 今 年 は敗

戦 より６０年 目に当 たる。 私 も疎開申 の宮 城

県の 片田舎でＢ２９、 グラマン戦闘機等 が編

隊で通過、 或いは爆弾 投下していったこ とを

鮮明 に記億 して いる。

今 世界の論調は、 中国・ 韓国はいう に及ば

ず わが国の靖国神杜に 注がれている。 ６月 ２２

目 付 米 紙 ニ ュ ー ヨ ー ク ・ タ イ ム ズ
、 ２３ 目 付

Ｕ Ｓ Ａ ト ゥ デ ー
、 ２８ 目 付 仏 紙 ル モ ン ド

、
７ 月

１９ 目 付 英 紙 フ ィ ナ ン シ ャ ル ・ タ イ ム ズ 等
、

一 斉に ｒ日本 の過 去の軍 国主義 美化」 ｒネ オ

ナチの危険性」 につ いて論評 している。

靖国神杜には東条英機をはじめとする政治

家Ａ級戦犯らが合祀されて いることは皆 の知

る と こ ろ で あ る。 神 杜 側 の 説 明 に よ れ ぱ、
“大東亜 戦争” は米国 に挑発 さ れ、 止 むを 得

ず戦っ たものだ、 東京裁判 は戦勝国によ る勝

手な 軍事裁判だ、 だか ら東条英機らは靖 国神

杜に神 として祀られるの だ、 ということ にな

る らしい。 いちいち反諭す るのも馬鹿馬鹿 し

く な る。

振り返 れば１９４１ 年首相 に就 任 した 東条 英

機、 そ してその閣僚政 治家らは、 当時と して

も多々 あったであろう 目本 の進路・ 政治 の選

択披 の中から 「外交 は武力 よって決着 をつけ

る」 とする最低最悪の道 を選んだので ある。

その 結果と して世界の、 特にアジアの人々 に

多大な人的物的損害を 与え、 目本人も３００ 万

人余 の戦死・戦没者 を出 し、 国民全て が塗炭

の苦しみの中に陥れ られた記億は牛々 しい。

その非常識極まりない最低最悪の政治家を神

と して祀るとは！

しかも、 その靖国神 杜に小泉総理 は正 装 し

て参拝 しているの である。 中国、 韓国の 要人

と会う時は、 平和 を祈願 し不戦を誓って いる
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のだと言い訳 をしているが、 彼を取り巻く 環

境、 言動等か らして、 戦前回帰 “大 東亜共栄

圏” の樹立を東條 らに誓いを立てて いると思

われても仕方あるまい。

小泉総理を純 ちゃんな どと呼び強力 に支援

している都知事石原慎 太郎は 「国家 や民族を

背景に した戦争の 中で、 個人の責任 や義務を

目本人は心得て 死んでいった。 時代 や立場を

超え た絶対的 価値 これが 靖国 である」 （週 刊

朝日７月 １５目 号） と 述べたり、 都 議会 議員

選挙、 自民党応援演説 では 「となり の中国は

戦争に勝ったこと もないく せに、 私 たちは中

国に負 けた覚 えは ないん だ」 と か、
「近く 総

理と会っ て、 目本 の将来の ため８月 １５ 目靖

国神杜に参拝する よう云う」 な どと 叫んでい

る。 ま た、 自 民 党 改 憲 素 案 に は、
九 条 廃 止、

天皇の元首化、 国 民の義務 （兵役） 等が 並ん

で い る。

戦 後６０ 年目 わが国 は大事 な時期 に差 しか

かっています。 為 政者に再ぴあやま ちを犯さ

せないよう 平和 憲法を しっかり守って いきま

し ょ う。 世 界 は 注 目 し て い ま す。

公害裁判の和解を口実にした

公害まき．ち ら しと 税金の
ムダ遣いの国道一号拡幅計画

昼間 忠男

２００１ 年８月、 国と川 崎 市は 幸区 を南 北に

走る国道一 号の小向仲野町～柳町の２．８㎞ を

現在幅員 ２３ｍを４α５ｍ に拡幅 する計画を発

表 し、 沿道 住民の反対を押切って、 多摩川 大

橋 直近の２００ｍ区間をモデル事 業と して土地

買収と住 民立退き を強行 しています。

５０年 も昔 の１９５１ 年に３０ ｍに拡 幅す る都

市計画決定を したまま、 今目ま で眠っていた

ものを 「沿道法」 を利用 して、 沿道 環境整備

に名 を借りて拡幅 しようと いう ものです。 沿

道住民 に配布 された約１万部 のリーフ レッ ト

は、 故意 に都 市計画 法と沿 道法 を混同 させ、

沿道 法によ る４０．５ ｍま での拡幅 が最 終的 に

は土地収用 法をつかって強制的 に立退かな け

ればならないような誤解を与えるものでした。

寝耳 に水 のこの計画に驚いた 地権者と沿道

住 民は、 夜間の 住民説明会 にも拘 らず約 ３００

名が会場の 幸文化センター に集ま り、 国と川

崎市に矢のような質問 を浴びせ かけま した。
「５０ 年も昔の拡 幅計画をな ぜ、 今 実施する

の か」 と の住 民の鋭い質間 に対して、 国の説

明は 「川崎公害裁判の和解に基づく環境改善

が 目 的」 で あ る と 説 明 し ま し た
。

地 権者と 沿道住 民は、 翌年の ２００２年 ６月

リＩ１崎国道 一号 間題協 議会」 を結 成 し、 道路

拡幅と住民立退き反対、 環境改善の運動を進

めています。 協 議会は 「国道一 号沿線は公害

激 甚地域 である、 道路 拡幅 は車 を呼び込 み、

人気汚染を拡大する。 川崎公害裁判の和解条

項は、 公害 対策と環境 改善であって、 住民追

い出しの合意ではない」 を基本に計画の撤回

を 求 め て い ま す。

国道一号の 「遠藤町交差点」 付近は市内で

最も大気汚染 の激しい地域であり、 住民は大

気汚染や騒音、 自転車がすれちがえない狭い

歩道な ど環境 改善を望んでいま す。 協議会 は

道路拡幅と現行の片側３車線を２車線に削減

し、 １ 車線 分を歩道 の拡幅と 緑地帯 にするよ

う要求しています（同じ国道一号の横浜市鶴

見 区から神奈川 区にかけては、 片側 ３車線を

２ 車 線 に し
、

歩 道 を 拡 幅 し て い る）
。

ま た
、

モデル 事業 の中止、 前回と同 規模での住民説

明会の開 催、 沿道法の適用 には地権者住 民の

同意が必 須条件であることな ど修正 したリー

フ レッ トの再配布（１ 万部以 上）を強く 要求 し

て い ま す。

道路 拡幅計画が発表された 直後、 協議会 は

国土交通大臣、 国交省横浜国道事務所長及び

阿部川崎市長の三者に対する道路拡幅と住民

立退き反 対の署名 運動を行 いま した。 特 に阿
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部 市長 に対 しては、 この事業の 全体予算 １７０

億円 のうち、 国が３分 の２、 川 崎市 が３分 の

１負 担 で、 川 崎 市の税 金分 は５７億 円 である

こ と を 指 摘 し
、

’
市 長 が 「財 政 危 機」 を 理 由 に

、

「行財政 改革 プラ ン」 を 打出 し、 市 民に福 祉

の 「見直 し」 を迫る 一方で、 国道一号の拡 幅

に巨額の税金を投入する ことは 「税金 のム ダ

遣いと大気汚染の拡 大になる」 と撤回 を要求

しま した。 しか し、 市長 の回答は 「環境 改善

は重要、 何の組薗誓もない」 と、 にべも ない回

答 が 返 っ て き ま し た。

国 道 １ 号 計 画 が 発 表 さ れ て か ら ４ 年、 国 ・

川崎市は協議会の住民説明会開催と正しく修

正 したリーフ レッ ト再配布を頑に拒 みながら、

モデル事業 区間 の土地買収を９割 程終了 してく

市立総合科 学高 校の塀を３．５ ｍセ ッ トバック

する など既成事実をつく り あげて いま す。 国

が公害裁 判の和 解条項を曲解 して、 新たな公

害 をまき ちらす道路拡幅 を強行す ることは許

せま せん。 和解条項は次の ように述べている

のです。
「本件 地域（川 崎 区・幸 区）は 現在に

おいても環境基準を上回る高濃度の汚染地域

となっていること を認識 し…環境基準達成に

向けて 真撃に 取り組 む」 「本件 地域の 交通負

荷を軽減 し、 大気汚染 の軽減を図るたあ…実

施 に 努 め る こ と と す る」。

和解条項を実現するために設置された協議

機関である 「川崎市南部地区道路沿道環境に

関する 連絡会」 （公害裁判 の当 事者 であっ た

原告 ・弁護 団らと 国・道 路公 団で構 成）でも

国道一 号拡幅間題 をとりあげ、 国を厳 しく追

及 し ま し た （０４ 年 ７ 月
、

０５ 年 ７ 月 に 開 催 し た

連絡会）。

国は沿道住民との交渉で双方が合意 したも

のを、 次には一 方的に反古にする不 当な態度

を と っ て い ま す。 沿 道 に 配 布 し た り、 リ ー フ

レットを修正することについて、 前回双方が

合意 のものと後から一方的に修正（改悪）して

きたものもその一例です。

① 「沿道 法」 の適用 に は 「地 権者 全員の

同意が必要」 なことを削除。

② ３０ｍ の都市計 画決定が５０ 年前の ｒ昭

和２６年」 であることを明記する ことを削除。

③ 「事 業の目 的」 と して あった 「騒 音の

環境基準 達成」 と 「自動車の排出 ガスによる

影 響の 緩和」 を削 除 し、
「沿道 環 境の 改 善」

に 変 更
。

こうした不誠実な国に対 しては、 沿道住 民・

地権者の 協議会だけの間題 にと どまらず、 和

解の当事者である原告団らも自らの課題とし

て本腰を入れた闘いが求 められて います。

直接の交渉当事者である国土交通省関東地

方整傭局横浜国道事務所長に誠意ある回答を

迫 っ て い ま す
。

（投稿・国道一号拡幅間題協議会事務局長）

発 た１ を ど
に 。 保 の 北
よ 一 護 内 海

只 昨 す 部 道

嚢鯖嚢艮
間 に 度 し 不
題 内 を た 祥
が 部 始 職 事
表 告 め 員 な

し、 は 文 た 面
う 全 化 一 化
。 国 し 警 し

の た 察 た１
轡 形 庁 こ
察 で に と
で の よ な
初 保 る ど
め 護 と を
て 制 、 受
と・ 度 明 け

不 通 度 ｒ
利 報 の 監 内
益 を 中 察 部
な 理 に 目 告

縦 雛菱、も い 入 と け
し か れ い 入
な な１た う れ
い る Ｏ 制 る

道 〆
警 ・

内そ
部珊此
日 ぐ

発５
者
の
保
護
制
度
始

一
動

る 直 安 だ と で こ

錨警奮易。奮雲ξ
み 発 に ほ を か ・
も で 内 か 内

’を
通 ．

聲婁栗義 灌襲報
ら よ 正 員 盛 し 煮
れ う な が り な が
る に ど 道 込 い だ一〇 す を 公 ん こ れ
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ｊｐ

ホ■ム ページ⑦ 衣替えをし吉した

川 口 洋 一

ホ ー ム ペ ー ジ の 表 紙 を 変 え ま し た。 前 面 に 予 定 表 を 置 き、 い つ ・ ど こ で ・ 何 が あ る

かが皿一目 で わ かる よ う に しま し た。 こ れ を 見 て 拡 大 幹 事会 や 学 習 会 の 参加 者が 増 え、

裁 判の 傍聴 に 出か ける 人が 増 える と期 待 してい ま す。

図 書室 に は これ ま で に 「か なが わ 市 民 フォ ー ラ ム」 の 折 井’さ ん に 作っ て い た だい た

会 報 のバ ッ ク ナ ンバ ーが ありま す。 総 会 のＩと き に 出さ れ る 資料 集 の バ ック ナ ンバ ー も

置く つ もり で いま す がま だ出 来て い ま せ ん。 裁 判 の記 録 も これ か ら 作っ て いき ま す。

と い う よう に 未完 成 の部 分 が 多 いの で すが、 こ れ か らに 期 待 して 情 報や 注 文 を お 寄せ

く だ さい。 ぺ 一 ジの 下部 に事 務局 宛のメ ー ル を発信 でき る よう に しま した。

最後 に なり ま したが、 ホ ー ムペ ー ジのＵ Ｒ Ｌが 変わり ま した。 新 しいＵ ＲＬ は

ｈｔｔｐ：／／ ㎜ ．
ｋａｗａｓａｋｉ－ｏ ψ ｕｄｓ． ｓａｋｕｒａ． ｎｅ． ｊｐ

で す。

そ して折 井さ ん長い こと ホー ムペ ー ジの維持 管理 をあ りが とう ご ざいま した。 ちょ っ

とい じっ た だけ ですが、 かな りの 労力 で あった と 思い敬 服 して おり ます。

○いよいよ 三セク に取り組みます。 望月 幹事

を先頭 に、 佐々 木幹事らが丹念に資料 を纏め

ておりま す。 ８月 ４ 目には事務 所で学習会 を

行います。 関心のある方はおいで下さい；

○朝目新聞 とＮ ＨＫの論戦？ どう ごらんに

なっ ていま すか。
「政 治家の圧 力」 と いう こ

と ば。 ＮＨ Ｋは自 ら進んで番組を報告 に政治

家のとこ ろに出向いているのだか ら政 治家の

発言 を圧力 と感 ずる神経を持ち合わせ ない。

朝目は政治家の許に行かざるを得ない政治的

風土 を報道 への 政治的圧力と捉えている よう

だ。 噛み合うはずがない。

○人権 の定義すらはっきり しないと悪評 高い

人権擁護法案の 上程はなくなり、 与党 は共謀

罪の成 立を断念 したという。 共謀罪たる や法

務省 の提出 する案件なのだろう かと疑 うほど

箸にも 棒にも掛 からぬものだと思うが、 翻っ

て今これ らの法 案を提出する理南を世 界の情

勢や日本経 済の現状と考える合わせる と、 皆

さんいろいろ思い当 たる節があるので はない

で し よ う か。

○本号ではリニュ ーアルのホームペー ジと
．
市

民オ ンブ ズマ ン全国 大会のお知 らせ、 国道一

号拡幅間題協議会事務局長の昼間さんの投稿

を掲載 しております。 （清水）

「
一 ’ ■ ■ ■ Ｉ． Ｌ 山 一 １■ ■ 一 ’ … Ｉ ’ ’ 一 ’ 一 ’ ’ 一 ’ Ｉ

■

１ お知 らせ １
ｌ ｌ

ｉ 会計担当の渡辺幹事が不運にも交通事１

， 故 に 遭 い 重 傷 を 負 っ て し ま い ま し た。 こ １

１のた め会 計報 告が 遅 れて おり ま すが お 許１

１しい た だき、 とり あ えず カ ンパ の報 告 をｌ

ｌ い た し ま す。 ｉ

■ ２００５ 年 ５ 月 ２５ 目 ～ ７ 月 ３１ 目 の 間 に １

■久 保 文子 さん、 光 田 久美 子 さん、 土井 英Ｉ

１子 さ ん、 森囲 延彦 さ ん からカ ンパ をい た１

｛だき ま した。 あり がと う ご ざいま した。
！

ヨ 渡辺 さ んの 快復 を 祈り、
一 目 も早 き 戦！

ｌ １
１ 線 復 帰 を 期 待 し た い と 思 い ま す。 ■

Ｌ
． ＿ ． ＿ 、 ＿ 」 ＿＿ ． ＿ 一 ＿ 、 ＿ 一 ＿ ． ＿ ． ＿ 。 ＿ ． ＿ ．

」
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第１２回 全 国 市 民 オ ン プ ス マ ン 別 府 大 会

もツと広研よう、 憶報公爾２
～あの手二の手の公金横領・不正支出にストップを～

情 報 公 開 の 意 義 と 到 達 点 を 確 認 し た う え で
、 現 在 間 題 と な っ て い る 合 併 に 件 う

市 町 村 の 情 報 公 開 の 後 退、 警 察 の 全 部 黒 塗 り の 情 報 公 開
、

一 部 事 務 組 含 ・ 実 行

委 員 会 の 情 報 公 開 の 間 題 な ど に つ い て 検 討 し、 情 報 公 開 の こ れ か ら の あ リ 方 と

遵 動 論 を 議 論 す る。

日 時 ２００５年 ９ 月１０日（土）１３時 ～１１目（日〉１３時

会 場 ビ ー コ ン プ ラ ザ 【地図は要表紙にあリます】
大 分 県 別 府 市 山 の 手 町１２ｒ１ ＴＥＬ ０９７７－２６－７１１１

参 加 費 ５，ＯＯＯ円 （約５００ぺ一ジの大会資料を配付いたします）
懇 親 会 費 ５

，
０００円 （ビーコンプラザ）

…禦鱒烹∵玄索†１二二
１４時１５分 ～

１５家寺３０ 分 ～

ｒフ時３０分 ～

１フ日寺４０分 ～

［嚢頚 会
１８時ＯＯ分 ～

記 念 請 演 「驚くべき長野 鮒 県政改革一 随 財ゆ 謙 壊し、真 鵬 賂 をつくる」
弁護士 松 葉 謙 三

餉長菱県富ぽ霜長兼会計局長
、

元全国而戻オニーブズマン違竃会議ぱ表詳撃

各 地．報 告

最優秀包括外部監査人表彰

決 議、 大会 宣 言

＿二二二二二 ＿ 二一二二 二二ニコ

プコ の ジや ズ演 奏 家 によ る 生 演 奏 を 聴 き模 がら 大 分 の郷

土 料 理 や 地 酒、 焼 酎 な ど を 存 分 に 味 わ っ て 下 さ い。
終 了 予 定２０昌寺で す。

州白号分鷹 義 二
１２時１５分 ～

１３時００分

⑤情報公閣 ⑥警察問題
全 体 会 （分 科 会 報 告 等）

ノ

■お間い合せは 「第１２回 全 国 市民オ ン ブズ マン 別 府夫会」 実 行委 員会まで
；ｅ７０・００４７ 大 分 市 中 島 酉 １ 丁 目 ４ 番１４号 市 民 の 権 利 ビ ル ３ 階

ＴＥＬ ０９７・５３３－６５４３ ・ Ｆ ＡＸ ０９７－５３３・６５４７

ｍ εｌｉ：ｓｈｌｍｉｎ・１ 舳 ｏｆｆｌｃ ｅ ＠ 〉ｌｏ１含．ｏｃｎ，ｎｅ．ｊｐ

第１２回全 国 市 民 オ ン ブ ズマ ン 別 府 大 会 案行 委 員 会
箏 務局 長 河 野 聡
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今捜⑳雷窟
月 例 会 識 ・ 学 習 会 い ず れ も ど な た で も

ご 参 加 い た だ け ま す．

２ ０ ０ ５ 年

８月 １ 目 （月） 会 報 第 ４ ８ 号印 刷 ・発 送 １３：３０ 中 原 区役 所

８月 ４ 目 （木） 三 セ ク 天 下 り 学 習 会 １４：００ 川 崎 合 同 法 律 事 務 所

８月 １ ６ 目 （火） 第 ４ 回 拡 大 幹 事 会 １８：３０ 中 原 市 民館 和 室

８月 ３ １ 日 （水） Ｋ Ｃ Ｔ 損 害 賠 償 第 ２ 回 公 判 １３：３０ 横 浜 地 裁５０２号 法 廷

９月 １０目 （土） 市民オ ンブ ズマ ン全 国大会 第１ 目 （別府）

９月 １１目 （目） 市民オンブ ズマ ン全 国大会 第２目 （別府）

．
９月 ２ ０ 目 （火） 第 ５ 回 拡 大 幹 事 会 １８：３０ エ ポ ッ ク な か は ら

９月 ２ ５ 目 （目） 会 報 第 ４ ９ 号 原 稿 〆 切 目

１ ０月 ３ 目 （月） 会 報 第 ４ ９ 号 印 刷 ・ 発 送 １３：３０ 中 原 区 役 所 予 定

１ ０月 １ ８ 目 （火） 第 ６ 回 拡 大 幹 事 会 １８：３０ 中 原 市 民 館 和 室

８月の拡大幹事会は中原市民館
９月 はエポック なかはらです

発行 かわさき市 財 ンブズマン
所 在 地 郵 便 番 号２１０－８５４４

川 崎 市 川 崎 区 砂 子１ 丁 目１ ０ 番 地 ２

ソシオ砂子 ビル８０２ 川崎合同法律事 務所内
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